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ひとこと

　合計特殊出生率129で人口減少社会に移行し始めたわが国にお

ける子どもの特徴を「一人っ子（もしくは二人っ子）がつくる社会」

という視点から検討するとともに、そのような社会で子どもが育っ

ていく上で必要な支援のあり方を探ることが本特集のねらいである。

　いわゆる「一人っ子1の数が増えることによって、子どもの世界

はどのように変化するのか、もしくは、どの部分は「一人っ子」で

も変化しないのか。本号でお届けしている各論文の中には、「一人っ

子」が多くなる社会の特徴を指摘する論文と、「一人っ子」が多くな

った社会においても子どもには変化しない根本的な特徴があること

を指摘する論文とがある。

　前者は、過保護や世代間ギャップの存在を指摘し、子どもを介し

ての地域交流の希薄化が地域住民による子育て支援の難しさにつな

がっていると指摘する。後者は、「一人っ子」として育つからといっ

て子どもの特徴や育ち方が大きく変化するわけではなく、本質は同

じであることを指摘している。

　それぞれの指摘を、どの場面でどのように活用するのかは読者の

判断にゆだねるべきことであろう。しかし、それぞれの指摘には説

得力があり、現在の社会における子育て支援を考える上では両方の

視点をバランス良く持つ必要を感じる。

　政府はこれまで、「エンゼルプラン」（1995年度）や「子ども・

子育て応援プラン」（2005年度）などの少子化対策をまとめ、保育

サービスの充実や子育てと仕事の両立支援などに取り組んできた。

しかし、当初の予想以上に少子化が進展し、05年には出生率の低下

に伴う初めての人口減少社会に入っている。

　この出生率の低下、少子化、人口減少社会にどのように取り組ん

でいくのか。それぞれの大切な判断を行う際に、本特集を参考にし

ていただければ有り難いと考えている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・新保幸男
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掴冒少子社会1こおける子育ち・子育て支援

1一人・i二A・子の作る世界

家庭・近隣が及ぽ寸影響

　　　　　　　も りたよしはる

齢大学搬森田喜治
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1．家庭のもつ人間関係習得の影響

　幼少のころ、子どもは、本能的な欲求や、衝動を

中心として親との関係をつくり、要求をだし、その

要求が即座に実現されることによって、親との肯定

的な人間関係を形成する。そしてその親との関係を

べ一スにして、他者に対して、また、自己に対して

も、信頼関係を獲得、形成していく。さらに、子ど

もは、他者との社会的閑わりが増加するにつれて他

者に受け入れられない体験をふやしていくことにな

り、葛藤を繰り返しながらも、その初期の母親との

聞に作られた信頼関係のもとで、現実的な人間関係

のとり方を〕野得していく。子どもは初期の母親との

この人閲関係を内在化させ、さらに、その親が他者

と関る姿を目撃、体験することで、親から習得した

人間関係の方法、他者に対する認知、判断、思考と

いったものを間めていく。そして、それらは、子ど

もの心の世界に内在化される親のイメージを作り上

げる基本となるだけでなく、子ども達の将来の人間

関係のモデルとなり、さらには、彼らのパーソナリ

ティー形成にも大きく影響を与えるものになる。

　子どもは、幼少のころには、親の行動が、適切で

あるか、不適切であるかを評価し、jEしい関係を選

択して、それを習得するということはできない。親

の対人関係は、すぐ、その子どもの対人関係に影響

し、子どもは、それをモデルとして他者との関わり

を持つことになる。そのため、親の、子どもや近隣

を含め他人とのかかわり方に不適切な状況があった

としても、子どもは、親のその不適切な人間関係を

身につけていくことになり、その人間関係は、将来

の子どもの人間関係の基本として定着するばかりか、

その人間関係は、また、その次のIE；代に伝達されて

いくことになる。このように、家庭の中での人間関

係は、結局近隣との人閥関係に発展していくだけで

なく、その関係がそれに応じた社会を作り上げられ

ていくことになる。そのため、親が近隣の人々とど

のような人閾関係を結んでいるかも重要な課題とな

ってくる。

　また、子ども達に兄弟がいるということは、家庭

という守られた環境の中で、最小単位の杜会体験を

することを意味し、親と子ども、大人と子どもとい

った関係ではなく、ある程度、同等の立場にある子

ども同士の関係を体験することができる。外に川れ

ば、もちろん他者との関わりはできるが、兄弟は外

の子ども達の関係とは違い、同じ家族、同じ文化の

中で、兄弟同士の葛藤や、つながりが形成されるこ

とになる。その巾で子ども達は他者とかかわる際に

自分の要求がそのまま実現されるのではなく、お互

いが多少不満を持ちながらも共にいられる関係を作

り上げていくことを体験する。そして、その体験が

外での他の子ども達との関係を結ぶときに、相乎を
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意識しながらの関わりに成長していくことができる．、

しかし、r・どもと大人だけの関係の中では、∫・ども

は、少なくとも、年齢の近いr・どもとの関係のとり

方を学判しないまま、社会とかかわることになるた

め、未熟な対人関係しか持てず、葛藤の対処のノ∫法

も知らず、わがまま放題に振る舞い、∫・どもの集団

から距離を置かれたり、また、ナルシスティックに

rl分の’友求だけを1憂先させ、］Jがあればグループの

［’一にzltlって他児を従わせる’］　f’に終始したり、あるい

は孤独にどの集団にもなじめずに・人でいたりとい

った、社会的に望ましくないパーソナリティーの成

長につながる1り’能性がある．．特に現．代のように、近

隣にも」t’ども達の入数が減少し、外に川て遊んでい

るr・どもがいないといった状況があると．問題は深

刻になる　しかし、だからといって、あまりにも［IL

いうちから、同年代の兄弟以外のy・ども達の集まる

ところで生活させることは、．r・どもに保護の少ない

不安と恐怖を体験させることになる11］’能性もある，、

r・どもは、親の守りの中で、他者とのかかわりの几

本を作り1’．げていかねは1ならないが、　1’分に信川の

できる爪1友な対’象（大抵の場合は親）との関係がIH

来ヒがっていないと、他者とのかかわりにおいても、

その、基本となるモデ’レもなく、かかわり万の方法

を見つけることができずに、細IJ、　J’・ども自身が、

他K’との人間関係を成長させることができなくさせ

られてしまう，．兄弟がないということは、肚代の違

う、親との関係だけで、生活していることを意味し、

さらに近隣のr一どもとの関係が少ないと、同年代の

∫・どもとのかかわりが極端に少ないことになる，そ

のため、r一ども集IJ’1の叩で、自分の欲求をコントロ

ー ルしながらかかわりを続けることができなくなり、

人川関係の成長が川書されることになる【1∫能性があ

る、、しかも、現イliの∫・どもの遊びの‘1‘心的ともいえ

る、テレビゲーム等は、さらに、深く人11；　1｛係の障

「．特集1少r一社会における∫・育ち・r育て支援

害をもたらすil∫能性を持つ「tr’一．・ムの過剰な刺激や、

移り変わりの速さに、翻がされ、ゲームの1日：界に没

頭することで、他者に興味を示さなくなり、人聞関

係の葛藤の中で培われるべき、他呂’への心遣いやrl

己の衝動のコントロールが鮒しくなるllr能性を持つ、

ゲームのIII：．界に比べると、現実の人間関係の細かな

11［：　－Jには彼らは興味をそそられなくなり、もはや、

人川関係を持たなくなる“1－能性すらある．家庭で’の、

親を含め、同胞との人問関係は、結局、r一どもの！1；’：

かな人間関係を形成するヒでの基本になるものであ

り、それを辿して、r・どもは他者に興味を持ち、　rl

己の衝助をコントロールし、社会化されることで、

さらに大きな人間関係を形成していく．さらに、そ

の広い人問関係の中で、他者に対する信頼関係を深

め、協力すること、個人的な欲求、衝動を抑えるこ

と、他者を意識しながら生活することを学ぶ．．．

2．遊びのスタイルと人間関係

　∫・どもたちが対人関係を結ぷときに、その媒介と

なるのが、遊びである、遊びは、ただ楽しむためだ

けのものではなく、数人の∫・ども同1こがうまく遊ぶ

ために、r1然にルールができ、そのルールのll‘で、

相J三のことを考え、おli．いの欲求を満たしていける

ように配慮していかねばならないものである。それ

は、r・どもそれぞれの持っている力、能力、年齢に

応じて役割に1：人が施され、それぞれのr・どもがで

きるだけ参加できるようにしつらえられ、そのil〕で

他のf’どもとの信頼関係や協力関係を体験的｝こ身に

つけていく　また、遊びの11iでは、人川の心の奥底

に潜む否定的な感情を、遊びがJll現実的な場である

がために、表現することができ、r・ども同1：が共通

に川f’のことを意識しながら、ルールの中でそれぞ

れが分かち合うことができるという機能を有する、

しかし、この機能を1’分に有効に川いるためには、

3　［臣界の児，’il：と1り：刊：



〔特集1少r・社会における子育ち・r・tfて支援

共に遊ぶ丁ども達の集団が必要になる，

　r・どもたちの遊びには、平等のチャンスを人為的

にされたもとでの力を競い介う遊び（アゴーン）、力

ではどうしようもない、遊ぶ人の決定、力のまった

く及ばない運命rl勺なもの〔アレア）、遊ぶ人は自分の

人格を’時的に忘れ、偽り、捨てて、別の人格を装

う〔ミミクリー）、身体をゆすったり、川転したりす

　　　　げドヒうん
ることで、眩’1¢の追求を基礎として、　・瞬だけ知覚

の安定を崩し、明断な意識に・種の心地よいパニッ

クを惹き起こそうとする試み（イリンクス）

（Caillois．R．19．　70）の純類があり、その組み合わせの

中で行われる。また、遊びは、束縛のないLITIII性や、

評仙のない特性、創造性などを通して、子どもが現

実では実現できない、自尊感情や、白分白身の能力

の確認などを可能にさせる。r一どもが、近隣の1’・ど

もと関わらず、部屋の1，1iで、　・人、テレビゲームに

終始することは、f’どもが人閲関係を失い、将来の

人間関係の形成に問題を持つようになるだけでなく、

心のlllに抑圧され、現実の世界では実現することの

できない、様々なことを、他の人間関係の中で表現

することができなくさせられることを意味する。テ

レビゲームも遊びも、非現実空間の中で、∫・どもの

内的な欲求を表現、体験させる媒介であるというこ

とは確かだが、人とかかわるか否かでその性質を異

にする。ゲームは、非現実的内容を、現実的な対象

を川いずに実現させようとするものの中で成し遂げ

てしまうもので（非現実rltJ仮想）、一・方、遊びは非現

実的内容を現実的な対象を用いて実現しようとする

もの（Jl…現実的現実）で、前者はr一どもの幼児的な万

能感を満足させるにとどまり、現実の中での、11∫能、

不II∫能の差異をなくしてしまう危険性を孕んでいる、．

後者は、たとえ、非現実的な内容であるとはいえ、

対’象が現実にあるもの、生きているものであるため

に、おのずと限界が生じる。その限界は、r・どもの

1”：nyの児巾：と母性　’t

衝動や、否定r1勺な感情をある程度コントロールして

衣現する必要性を体験させることになるため、了ど

もの現実化の手助けをするものとなる、，この非現実

的現実の叩で培った人間関係は、その後のr・どもの

パーソナリティー形成においても、，Tc要な役割を持

つ．、∫・どもたちが、遊びを通した現実の人開関係に

根ざしたi’i’定的な人問関係が形成されないまま成長

すると、人間誰もが持つ、否定的な感情も発散され

ないまま成長し、また、人川とのi’li’定的な関係も結

ぶことができず、問題を抱えたパーソナリティーの

成長を遂げていくILI’能性が高くなる。

3．人間関係の問題

　家庭での人間関係は、近隣との、人間関係を深め

るきっかけになり、この深まりは、現在問題とされ

ている、非行、いじめ、虐待の問題をある程度、軽

減させてくれることになる。特に最近話題になる虐

待の問題については、近隣の人がその家のことにつ

いてある程度r解していて、その了一どものことも知

ることによってかなりの部分が防がれるtコ少子化が

進むにつれ、f一ども1‘i］　．／［：の関わりが、家庭でも、近

隣でも極端に減少し、集団の中での白己の制し方を

体験することができず、しかも、r一どもたちは、そ

の人問1処係の希薄な家庭の中で、同胞以外の近隣の

子ども同ヒとでさえも、お互いの興昧が薄れ、かか

わることも少なく、それぞれの家庭の11］で何かが起

こっていても、それにかかわろうともしない。

　子どもの数が減り、多くの人間と関わる経験が減

少することによって、対人関係が崩れ、家庭内でも、

近隣でも人との関わりに慣れていない人々は孤立し、

他の家庭に対して興昧を示す風潮が失われていくこ

とになるc1そして、この対人関係の未熟さは、さら

に、個々の家族の中の問題を生み川すことになる。

また、若い親たちとr育て経験のある近隣の人々と



の人問関係が成、》：していないために、∫・どもの成長

や、行動に対．して不安を抱き、対処のノ∫法を見川せ

ず、そのすべがないまま、未熟な形でかかわろうと

する、また親r1身が、対人関係をとることができず、

近隣の住人に川談する機会を持てないまま、　・人、

孤独に悩むことになる、，この悩みが、r育てについ

て、力で支配することによって不安を解消させよう

としたり、養育を拒否しようとしたりする親の特徴

的な行動化を起こさせることになる．

　近隣との人川関係を結ぶということは、これらの

様々な川題の発見だけではなく、不安に陥った．親の

虐待的な行動を」r前に防ぐ役割を持つ．，個’1：，liをll‘心

とした教育のli1で、個性は育つが、佃性は、孤独な

中では意昧を持たない「個性は集団とのかかわりの

中で、ilI，ur，1されることでその意昧を持つ「家族、あ

るいは近隣で、その個性が受け人れられ、尊・孜され

なければ、いくら個性を成長させたとしても、発揮

する場所を失い、結局、梢神r1勺に追いii：liめられるこ

とになり、孤独感から、または、白己憐燗から行動

化される．．

　∫・どもの人数の減少に伴い、外で遊ぶ∫・どもを見

ることすら減少した現代においては、人川関係を持

つ体験をしたくともその環境がなくなってきている、．

そのため、r・ども達は、　rlら他児と遊ぶことで、関

係を学習し、習得する場すらなくなってきていると

いわざるをえない、、人間は、集団で生活し、集団の

叩で社会を作るものであることを考えると、最小の

社会である、家庭の中での、1’i’定的な人問関係を忘

れて、近隣との人川関係の肖’定化はありえない、ま

ずは、家庭の中で密着した、i’i一定的な人問関係を体

験させることが必要であり、そのためには数人のr一

どもの集団が家庭のrl∫にあり、そのtliでのおitlいの

葛膝を体験していくことが必要となる，，しかし、現

在の若者たちは個人じ義をド体とした］［i；代の親に養

［特集］少β1：会におけるr育ち・r・育て支援

育を受け、その中でつくられてきた人間関係が当然

の人間関係であると受け人れてきた，，そのため、よ

り密接な人問関係や、集団の中でのrl　Llの表現のし

方などの方法を持たない．r・ども遥の集団であり、ま

た、さらに、彼らの体験してきた以外の対人関係の

とり方をまったく知らないltl：ttの集団であるという

ことができる一

　少r一化が進み、人｜．1が減少しているということだ

けが問題なのではない．，少ない人々が他者に対’して

興味を持たず、ナルシスティックになり、孤iZし、

人間関係を持たなくなったところが、よりkきな問

題であろう．また、家庭の中では、少子化によりr・

どもと親との距離が極端に縮まることで、閲係が煮

詰まり、親から、あるいは、s’一どもからの攻撃的な

行動が川現することで、家庭内や近隣のトラブルが

続川することとなる。少なくとも、r・どもは、人人

を含めた多くの人々の間で成長する、．そして、r・ど

もの成長は家庭のみの作業ではなく、近隣のfli民の

作業でもある．．

参彦文献
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キーワード：非現実的仮想と非現実的現実

　非現実的仮想は遊びの非現実的な内容を、仮想現実を対象

とするテレビゲームのような遊びを意味し、非現実的現実

は、非現実的な内容を現実の人、物を対象とする遊びを意味

する。前者は対象が仮想であるため、対象が現実に傷ついた

り死んだりということがないのに比して後者は対象とのかか

わりの中で限界が伴うことになる。体験として限界のあるこ

とを知ることは．体験を現実化しやすいか、しにくいかの点

にあり、後者のほうが子どもの現実的な他者との肯定的な関

係を結ぷのにカを貸す。
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躍函1少子社会1こおける子育ち
r

　　一人っ子、二人っ子の作る世界

・ 子育て支援

　　　　保育の場に生きる子ども

一
周囲他省との1閲係性が亀たらす自萱性⑳変寄を融る一

　　　　　　　む　う　た　い　つ　き

糎傭園賑室田一樹

1．はじめに

　子どもらに生起する問題が、親の養育態度や保

育・教育環境に少なからぬ影響を与えている。犯罪

者から子どもの命を守るために、一度は地域へ向け

て開かれた学校も今は固くその門戸を閉ざしており、

i一ド校時の安全性確保に多くのボランティアが協力

している。現尖的な影響もさることながら、我が子

が害を被る恐怖は、同時に我が子が加害者になる恐

怖と表裏・一・体となって親たちの不安をかきたてる。

犯91！ばかりではない。諸外国との学力比較はグロー

バリゼーションの風潮と相挨って、早期教育に親を

駆りたてる。より安全により早く大人になることを

求められるあまり、子どもは、自身の子ども時代を

豊饒に生きるための時間と空間を奪われてしまった。

子らが群れて遊ぶ里山への憧襟は、ノスタルジック

な夢想に過ぎないのであろうか。

　私はこの問いに真正而から答えることはできない

が、保育の場に生きる子どもの姿をエピソード記述

によって描き出し、幾許かの気づきを提供できれば

と思う。

2．私は私、でも私はみんなの中の私

　後に紹介するエピソードは、6人の年長女児の話し

合い活動に一人の保育士がアドバイザーのように同

席する場面である。「問主観的き’な関係が時間的に変

容してゆく過程」における問主観的な関係は、保育

の場にあっては〈子ども：保育者〉関係をベースに、

〈子ども：子ども〉関係、〈子ども：子どもたち〉関

係、あるいはく子ども：子ども（たち）：保育者〉関

係も含まれる。このように多様な閥主観的な関係の

時問的な変容の過程において子どもの自己性はかた

ちつくられ、子どもは他者と関わるJJを醸成してゆ

く。その他者と関わる力を鯨岡ll唆は、「私は私、でも

私はみんなの中の私」と表現する。築者の剛もこれ

を保育の目標にしてきた。

　「私は私、でも私はみんなの中の私」とは、従来か

らのもの言いに従えば、「私は私」は自己主張を、

「みんなの中の私」は協調性を意味し、自己主張ばか

りがつよくなると集団からはじき出され、また、協

調性を．1財見すると自分が自分でなくなる。この二項

対立的問題の解決策は、子どもに自己制御能力をつ

けさせること、我慢すること（道徳的規範）を教える

ことだとされてきた。だがはたして「私は私」と

「みんなの中の私」とはほんとうに矛盾するのだろう

か。「みんな」に支えられたり、「みんな」に認めら

れたりすることで、「私は私」になる。他者から映し

返されて「私は私」を知る。「みんな」と同じにでき

たりできなかづたりするので、「私」と「他者」との

違いに気づき「私は私」であろうとする。何より、

「私のことを分かってもらえた」と思えたとき、子ど

世界の児童と母性　6



もはr1己への信頼感＝「私は私」でいいんだ、とい

うつよい気持ちをもてる．それこそが白己性の発達

ではないだろうか，

3．エピソード／一泊保育の班決め

　多くの園がそうであるように、　・泊保育は筆者の

園でも夏の恒例行．’）：である．ヒlll川の午後に集まり、

夕食の買い川しにスーパーへ行き、スイかlhlりや花

火、キャンプファイアー、朝食には園庭の窯で焼い

たr－　fl…りピザも食べる．．日曜Bの111午には解散する

この241L］・川を、年長のJ’・どもたちは2～3人のr一ど

もと保育者1名の小グループ（班とll乎んでいる，班の

リーダーはr・どもから選ばれる）で行動する、．そのた

め班を決める話し合いが持たれたのだが、最後に6

入の女児が残r2た。この6人は2人ずつ3組の仲良し

だったが、．保育1：の人数の都合からどうしても3人

ずつ2組にならなければならない．．初めのベアは次

のようであった

　モリエ．一リサ　チヒローヒナ　モエーミサキ〔すべ

て仮名）

　以ドは、この場而に1’ノ：ち会った保育i：の記録である、．、

　この女のr一たちは、i咋段から2人ずつ仲の良い者

同1・：である，．どうしても離れたくないらしく、ギュ

ッと腕を組んでいた，するとリサちゃんが、「ヒナち

x’んはリサとも・緒でもいいって，F）てたし、ヒナ

ちゃんがリサのところに入って、チヒロちゃんがミ

サキちべ’んのところに人ったらええやん、」とばう、，

それを聞いてミサキちゃんも「チヒロちゃん、きて

もいいで！」と言った，、するとヒナちゃんがリサち

ゃんペアへ移動する．、ところがチヒロちゃんは｛1¢段

からあまりミサキちゃんと遊ぷことがなく、踏ん切

りがつかないi、なのにヒナちゃんがさっさとリサち

ぺ’んたちのベアへ行ってしまったので、しくしく泣

き出してしまった　それを見てみんなはドを向き爪

ll特集］少臼．1：会におけるr育ち・r・tiて支援

たい空気になる　そこで私（記録をlti：いた保育．1：）が、

「仲良しのお友遼と・緒になりたい気持ちもよく分か

るけど、　・泊保育で今まであんまり話したことのな

い人と同じ班になったら新しい友だちになれるかも

しれへんで．旨みんな小学校へ行ったら今仲良しの人

とも離れるかもしれへんし、いっぱい友だち作れる

入になったほうがいいやん」とパうと、チヒロちゃ

んが、「チイのおじいちゃんな、いっぱいお友だちい

はるねん．、チイもおじいちゃんみたいになりたいし、

我慢してミサキちゃんの班になるわ」と泣きながら

も、「った．チヒロちゃんの決意は分かったが「我慢

する」という、亨葉が気になったのだろうか、みんな

はIliび沈黙する．、するとモリエちゃんが、「モリエが

ミサキちゃんとこいくし、チヒロちゃんここ人り！1

とやさしく言ったcそれを聞いたチヒロちゃんはス

ッキリした表惜で、「モリエちゃん、いいで、．チイ、

新しいお友だちも作りたいし、ミサキちゃんと同じ

班になってみる」とばった．．ほかのr一どもたちもチ

ヒロちゃんを見てほっとした表情になり、班決めは

地事に終わった、

　この．’川列をケース検詞’会議に提出したY保育］：は、

川意したレジメの保育者の視点の欄に次のように，lt：

いている、，

　「∫・どもが楽しみにしている・illl保育なので、好き

な友だちと　・緒の班にしてあげたい気持ちと、新し

い友だちとの閲わりも経験して欲しいという思いが

あり、私自身も．r一どもたちと・緒に考え、すごく悩

んだ、．、そのなかで∫・どもたちも真剣に考えてくれ、

自分だけが好きな友だちと同じ班になれたら良いと

いうことではなく、友だちの気持ちも考えられてい

たことがうれしかった．とくにモリエちゃんのひと

ことは、保育1：のr前ばったことではなく、モリエ

ちゃんが真剣にチヒロちゃんの気持ちを考えた素ll‘［

な気持ちからHlた1亨葉だったことがしみじみ伝わり、

7　川：界の児竜と母朽三
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すごく感動した、，その場にいたf’どもたちにも伝わ

っていたと思う。結果としてチヒロちゃんはモリエ

ちゃんと’緒の班にはなれなかったが、チヒロちゃ

んはモリエちゃんの一言によってrl分の気持ちが分

かってもらえたうれしさを感じることができ、それ

によって新しい友だちを作ってみようという気持ち

になれたのではないかと思う」，．

4．エピソードの考察

　・泊保育も無！∬終わってから数ll後の連絡ノート

に、チヒロちゃんのお母さんは次のように記してい

たu

　「昨1［の捌、チヒロがいつもとは違うお友だちの横

（通園バスの座席0）こと）に座りました，、いつもは去

年しいのみ組でiiilじクラスだったMちゃんやKちゃ

んとおしゃべりをしていたのに、咋「1は別の子．，「い

っしょに座ったお友だちは誰？」と夜に聞くと、「ミ

サキちゃん、ミサキちぺ．・んも．．・番バスやねん。チイ

な、ミサキちゃんと．’泊保育同じ班やろ、、そやし、

ミサキちゃんのこと大好きになってん。モエちゃん

は（お．休み多いし）まだちょっとやけど」と言ってい

ました、．・’泊保育では仲良しのヒナちゃんと別の班

になって残念でしたが、新しいお友だちができてよ

かったなあと思います」

　チヒロちゃんたちの話し合い活動は、お母さんの

述絡ノートに記されていたように、「仲良しのヒナち

ゃんと別の班になって残念だったが、新しいお友だ

ちができてよかった」という結末を迎えた。だが、

チヒロちゃんの自己性の育ちは、その結末よりもむ

しろ、「チヒロちゃんたちの話し合い活動」そのもの

にあると、私には思えるt．，「保育上の視点」にY保育

［：は、モリエちゃんの．ば葉に「すごく感動」し、そ

の感動は「その場にいた．．r・どもたちにも伝わってい

た」と思うと111：いているc、また、チヒロちゃんはモ

世界の児京：とIWI｛8

リエちゃんのば葉によってlf’T分の気持ちが分かって

もらえたことを知るが、その「分かってもらえたう

れしさ」に支えられて、ミサキちゃん、モエちゃん

と同じ班になることを受け入れたのだろうとも、Y

保育士は振り返っている。加えて、チヒロちゃんは、

おじいちゃんみたいに友だちの多い人になるために

「我慢する」といい、その「我慢する白分」がみんな

に認められた誇らしさによってもチヒロちゃんは自

分を支えて、リサちゃんの提案を受け人れたのでは

なかったか、、チヒロちゃんの自己性はまわりのみん

なに支えられながら変容してゆく。

　さらに見落とせないのは、この事例に．二つの〈子

ども：大人〉関係がみられることだ。〈チヒロちゃ

ん：おじいちゃん〉関係、〈チヒロちゃん：Y保育士〉

関係がそれである。チヒロちゃんがリサちゃんの提

案を受け入れていく背景には、この二人の大人に対

するチヒロちゃんの信頼がド敷きとなっているので

はないだろうか、，f’どもが大人を信頼する（好きにな

る｝と、そのk人に憧れを抱き、その大人0）ように自

分もなりたいと思う．，同様に、信頼する大入が提示

する子ども像（この事例では新しい友だち作りができ

る．のに近づこうとr・どもが努力するのは、その大人

を信頼しているからに他ならない。この大人へσ）憧

れや信頼が、チヒロちゃんの自己性の育ちの背景に

ある。

　一泊保育は閲の年閲行11［．予定表に．i｜｝：き込まれた恒

例行事であるt．t大人数で・斉に動くことをできるだ

け少なくし（集団が大きくなればなるほど保育士の指

示命令が多くなる）、子どもが．ヒ体的に・泊保育を経

験できるように願って、少人数の班が構成される。

このように’泊保育という行事の大枠は保育者によ

って組み立てられ、rどもたちに提案されるが、細1

部は話し合い活動を何度も繰り返して決められてい

く。保育者によって川意された保育の場はf’どもに



よって展開し、rめj；想することのできない’∬態も

現川する、その場にウ：ち会う保育1：にはr・どもたち

から問題解決への援助が求められることもあり、そ

れはごまかしのきかない真剣勝負の場合がほとんど

だ小学佼人学も考慮した新しい友だち作りの提案

に対’してチヒロちゃんが「友だちの多いおじいちゃ

ん1を持ち川してくることなど、Y保育1：の指導案

にはなかったはずだ、保育の場はときに保育者のr．

測を裏切る。だがこうした偶然に見えるできごとも、

保育者の指示命令に素直に従うr一をよい．r一とするr・

ども観や、行’∬が見栄え良く、段取りよく終わるこ

とに屯点をおく指導‘lhllliからは生まれてはこないの

ではないだろうか　r一どもが「もの・こと’ひと」

にみずから関わり育とうとするときに起こる様々な

できごとは、偶然のようでありながら艮いHで見れ

ばその∫・の自己性の育ちのために起こるべくして起

こると、私には思えてならない．．

5．おわりに

　：度にわたる保育所保育指針の改定によってf’ど

もの学びの質が問い直され、保育の場は・斉指導叩

心から佃別受容取視へと緩やかな転換が図られてき

ている／t｛．旨針の文言として「・人ひとり」が多川さ

れたこともあるだろうが、保育時間の延長や人所児

の低年齢化、保湿者対応の多様化などにより、現場

の保育者たちが、　・人ひとりの違いを認め介いつつ

の、みんないっしょをLI指す保育を求めるようにな

った結果として、保育研究や職貝｛り1：修は「・人ひと

りを大切にする保育」に焦点化されてきているよう

に思う

　個別受容in視の保育にr一ども理解は不1r∫欠であり、

保育．者の相1川ゾllも　・にここにかかる、t取りヒげたエ

ピソードも従来の’］　i’例研究の枠組みを・歩出て、関

係発達保育諭に依拠し、エピソード記述によって∫・

［特集」少r社会におけるf・育ち・．r・tiて支援

どもとIl」6囲他者との関係性や自己性のありようにせ

まろうと試みたものである、，

　r・ども理解は、「できないことができるようになる」

ことを発達と捉える個休能力イε達の指標をf’どもに

当てはめるだけでは不卜分である：，それではそもそ

もの「学びの質の問いll’／1：し」が意味をなさない、．．鯨

岡が「われわれのi：，たる関心は、文化の影響を被り

ながら（r一どもと周1η1他者〃）月囚係力動が変化し、そ

のなかでψどもや養育者〔保育者も含むと考えるべき

であろう）の生活が変化していく・万で、発達途］’．の

r・どもや養育．K一の自己性のありようが変容してゆく

’1［実を「発達」と理解することにある」と述べてい

るように、個体能力発達も内包しつつ、r一どもと周

囲他K’との関係によって］f’どもの白己性がどのよう

に変容するのか、そこに広義の文化や狭義の保育文

化（保育内容）はどのような影響iを「j・えるか、このよ

うに∫・どもの発達の意1宋を捉えようとする関係発達

保fξ論を拠とする保育実践が、佼たれてならない．

※問｝三観性（inLet・subjectivity）＝十iil．，1　i三観性とも訳

　され、Hl　T：の意図が分かる、どんな気持ちかつか

　めるというように、　二者間においてぴいに十11　Ttの

　i覗的なものを把握できることをいう、、
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キーワード：自己性

　自己性とはLその子のその子なり、その子の世界に対する

柵え．をいう。自己性は、右腐上がりの成長曲線を描くよう

なものではなく、周囲他者（例えば養育者やクラスの仲周）

との関係において変容するが、その変容は乳幼児期に限らず

生涯続くと考えられる。では変容するばかりで育たないかと

いえば、「目己性の育ち」はあるといわざるを得ない。そこ

に個体能力発達では十分に理解が届かない「発達」の見方が

ある。
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囹闇少子社会における子育ち・子育て支援

一人っ子、二人っ子の作る世界

　　自然⑳恵みを生活⑳中に生かし麩がs

丈夫な体・優しい心・確かな考え奄摘った
　　　　　　　　　　　人間に育つために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　べ　　ふ　　じ　　お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釧幼稚園継安部富士男

はじめに

　この20年、保育・幼児教育の分野でも学校教育の

分野でも、子どもが変わったと言われてきました。確

かに変わりましたが、子どもは子ども、適切な環境を

保障すれば、入園後半年もすれば、殆どの子は遊びの

rl’“で美しい世界を創造する力を身につけ、大人たちに

人聞はいかに生きるべきか、優しさの中に賢さの根が

あること、知性は感性を礎にして育まれていくこと、

自然は人間存在の根であること等を教えてくれます。

この点で子どもは今も昔も変わっていません。前述の

環境とは人間関係を要に自然と文化が有機的に織りな

す世界です。変わらない側面を確認することで変わっ

た部分の問題が見えてきます。

　今回は、変わらない側面に視線を向けてみます。

1，園運営の基本方針・建学の精神を大切に

　基本方針の質は保育の質を左右します。私たちは、

この40年、大正自由教育の実践と理論、とりわけ及川

平治や橋詰良一・等に学んで園づくりをすすめてきました。

　及川は、労作のある生活は即教育と提起、大空を天

井、大地を床、緑なす木立を壁とした天然の保育室の

中で、学習動機を賜かに培い、筋肉的記憶を土台に生

活に価値あるものを創造する、為すことによって学ぶ

教育を大切にし、Zk活と学習を統一・する為、近郊を利

川し地域を教材化することを重視。保育項目として①

外遊周ヲ多ク利用シ遊嬉セシムルコト②旅行ヲ璽ズ

ベキコト③園芸④体格検査（体力調査も含む）をあげ、

自然の中で遊ぶことと、ともに園芸・飼育は幼児の感情

の発達に欠くことのできない活動として重視しました。

　橋詰は、新聞記者としての経験からEl本の教育の貧

困は部屋に子どもを閉じ込め机に縛り付けることから

生まれると主張。「教育の中には自然に依拠しなけれ

ばできない営みがある」として、地域の自然を生かし

「家なき幼稚園」を作りました。橋詰は「家なき幼稚

園の理論と実際」（昭和3イf’刊）の中で、「唄えぱ踊る

生活」「お話をする生活」「お遊びを共にする生活」

「廻遊にいそしむ生活」「乎技を習う生活」「家庭めぐ

り」の保育6項目をあげています。「唄えば踊るrl話」

では音楽の指導を教室に閉じ込めていると批判、例え

ば、花吹雪の舞う二h手を散歩する、唄いたくなった教

師と子どもが唄い始める、唄の輪が広がる、その唄に

合わせて踊りたくなった子が踊る、しばらく歩いて一

休み、おやつを食べる、食べ終わった教師が新しい歌

を唄い始める、その歌が花吹雪の舞う空に融けていく、

その心地良さに唄いたくなった子が「先生、教えて」

と寄ってくる、それに応えて新しい歌を教える、散歩

再開。歩きながらその歌の輪が広がり踊りながら歩く

子もいる、指導を教室に閉じ込めないで唄を楽しむ生

活の中に音楽教育の礎があるとしていました。「家庭

めぐり」では、おやつに草餅がでると作り方を教えて

　　　　すがたり
いただき、素語の上手な母親がいれば昔話をしてもら

いました。「廻遊にいそしむ生活」では、野外で粘土

世界の児童と母性　10



質のLを見つけるとLを掘りあげ大きな牛や馬を造

り、川があれば登って取山彫刻を楽しみ、木登りした

り跳び降りたりして遊び、せせらぎが聞こえると源流

を訪ねました．．／母親を保育に参加させ、姉様学校、母

様学校、母規社会見学会、母とr・の園遊会、野遊びの

会等、地域に根ざした園づくりを進めていました．、

　及川や橋詰の実践とそこから生まれた川諭に学び、

安部幼稚園の保育の在りJiを築いてきました　そこに

安部幼稚園の””］‘：の稲神・基本方針があります

2．地域が変ぼうする中で

　打llll∫計画を調べ、学川アルバイトでlll奥にヒ地を取

得、，安部幼稚園を設、’ノ：した時、りξ川に登ると牧場が見

え川畑や雑木林に覆われたIT：が広がっていて、結核病

棟や梢神病棟の他には提家が点在しているだけでし

た．、r・どもたちと牧場を訪ね、雑本林の中で木登りや

夕一ザンごっこ、ダンボールを他にしてliiiを滑り、園

庭で竹のr一を堀りlhから薪を∬ミめて竹の∫一ご飯を作

り、畑でll叉穫した7・：をリヤカーに乗せ教師が舵取りし

∫・どもたちが網を曳いて述び、焼きllこや1’三料理を楽し

みました、．

　それらの体験を描いたり、ペープサートで絵物語を

演じたり、自然木で秘密基地を造’ノたりしました、．

　現在、安部幼稚園は住’ζ三に包Pl：1され、近隣に［H畑も

雑木林もなくなっていますが、30年前から少しずつ隣

接の荒地や．森を収得、現．在、　｛r一坪の閲地（借地を人

れると四T・坪）に雑木林に覆われたITI、果樹園、小さ

な畑、牧場、果樹に囲まれた園庭があります．．，自然に

寄り添い、白然の恵みを生かし、．豊かな遊び・楽しい

仕’∬のある生活を∫・と泊たちも教師も楽しんでいます．．

　さて、次にr・どもの様了・を索描してみましょな．

3．幼稚園は生きる力を育み合う場

　毎年、芹が谷中学の生徒が授業の・環として幼稚園

に遊びに来ます．ある年、学校で定めた体操朽で訪ね

「特集．1少i㌘社会における了・育ち・r育て文援

てきた牛徒たちに混じって髪を赤く染め爪にマニキコ、

アをし裾の長いスカートをはいたr一がいました．．牛徒

の多くは園庭に人ると最初は戸惑っていても10分も

すると∫・どもたちに「ままごとしよう」「川羊の赤ち

べ’んとお散歩しよう」「兎に餌あげよう」「森の奥に魔

女婆さんがいるんだ、行こう」等と誘われ園庭にi’i文っ

ていきました、．その∫・は園庭の柵に）｝∫肋ーついてfl‘み辺

りをし↓川していました、．「遊ぽう「とr・どもが寄って

行くと「うるせえ」と怒鳴ります、．∫・どもたちは不思

議そうな顔をして去っていきます．「遊ほう」と別な

r一が声をかけると「うるせえってii’・，ただろう」と怒

胞ります、t驚いて去って行った後「お姉ちゃん、サッ

カーしよう」と3人のr・が駆け寄ってきました　「や

りたくねft．んだ」とパうと、　Aが「やってみるとlr［i白

くなるよ1と応じません．．「やろう」と後から来たK

が背中を押します．　ttそこにサッカーボールが転がって

きました、、彼女が腹立ち紛れにポールを蹴るとゴー一ル

に人りました．サッカーをしていたr・どもたち全員が

駆け寄って彼女を囲みました．「すごい、（⊃○みたい

だ」と称賛θ）視線を向けます．．その雰1川・1気に押され彼

女はサッカーの群れに曳きづり込まれました．、Aは彼

女のr一を握ったままボールを蹴り始めました、，彼女の

足に’ηたったボールが勢いよく飛んでいくと「お姉ち

ぺ・ん、1’．　r・」と皆がほめます、、やがて、八から離れて

女生徒も蹴り始めました　彼女が霜どけに足をとられ

て転ぶと1’・どもたちが駆け寄って「お姉ちゃん、痛く

ないか」「怪我したらL」f’務ちゃんに行って薬つけても

らいな」と声をかけています．、転んで直ぐ熱がでる筈

ないのに彼女の額にr：を置き顔を覗きこんで「人丈夫」

と尋ねるr一もいますt，同r務ちゃん、呼んでくる」と

　・人が駆け川すと「1呼ばないで良い」と“／’Zちヒがりま

した、．白分のポケットからハンカチを川してスカート

の汚れを拭くr・もいます　彼女は、”こち11がると1i：の1’．

の山．丁三の牧場に向かいました．彼女がr一どもたちのlll

了孫の仕事を見てスロープをト’りようとした時、Yが

U　 llヒ界の児ri’i：と母’ドヒ



［特集］少r・社会における「子育ち・r－fiて支援

「お姉ちゃん、そこ滑るぞ、落ち熊のヒを歩きな」と

注意していました、，彼女の表情が和んでいました

　「お兄ちゃん、おんぶ」と寄って来たr・を背負って

雑木林の中を駆け廻ったり、ll）学生を皆で追い掛けた

り、「かごめ、かごめ」をしたり、ll溜りでままごと

したり、帰る時問になっても多くの生徒から「もっと

遊んでいきたい」といった声がでました、，

　数［1後、家庭科の教師が「感想文、読んでドさい」

と嬉しそうな表情で園にやって来ました。「あのr・が

とても素直な雰囲気で11i：きました」と見せてくれまし

た、「最初は乱暴なガキだと思ったけど、あれでけっ

こう優しいc私も大きくなったら幼稚園の先生になれ

そうだ」とありました，「よかったらこれも」と見せ

てくれた感想文には「r・どもが幹を抱いて頬ずりして

いるのでどうしたのと声をかけると『この木、優しい，、

寒いのにこうやっていると暖かくなる、触ってごらん」

と返事が返ってきました、t私も触ってみると最初は冷

たくても段々1暖かくなってきて冬になって菓を落した

木も生きていることを園児に教えられました」とか

「小学校も叩学校も高校も校庭に森を作るべきだ、安

部幼稚園には森があるから遊びが面白くてr・どもが優

しい、、森で遊びながら優しいr一になっていく」と綴ら

れていました。「先生全員に幼稚園で遊ぶ生徒の様r・

を見せたかったです。表情が、学校にいる時と全然違

うんです、遊んでいるうちに．・人ひとりの視線が優し

くなっていく、雑木林で鬼ごっこをしている生徒もサ

ッカーしている生徒も、間児を肩‘ドしている生徒も、

そのr・らしさがでている」と話してドさいました、、

4．保育を構造的に捉えて

　保育は質の違った活動が相互に紡ぎ合って豊かにな

っていきます、，登1刺した子どもたちは靴を仕舞うと思

い思いに遊びだします．．，野菜屑をlh羊や兎にあげたり、

砂場遊びや泥ダンゴづくりをしたり、　：坪ほどの蜘蛛

の巣（ハンモック）に乗ってじゃれ合い息を切らせて

1吐界ぴ）児∫ぽと母ヤk　l2

梢に広がるr）∫空を見つめたり雑木林の中を駆け回った

り、木登りして落ち菓の川に飛び降りたり、鉄権、雲

梯、竹馬、大縄飛び、コマ回し、1凧揚げを楽しんだり、

保育室で絵本を読んだり積み本遊びをしたり、園庭の

片隅でままごとしたり、子どもたちは思い思いに1’1分

の居場所を作っています．，力h羊がいる時は園庭の片

隅に・列に並んで・r・ll洋も混ぜてもらってヨーイドン

と徒競走．このような自山場面の活動を私たちは園生

活の礎と考え、ヒ台となる生活と名付けています。教

師の1呼び掛けを受けて山羊との関わりの体験を貼り絵

にしたり、蜜村1’を収穫して仲間と分け合って食べて蜜

柑を描いたりします，このような活動を課業的活動と

名付けています，，運動会のようにかなり長期に渡って

取り組む活動は、その期間、園生活の中心になるので

中心となる活動と位置づけています、．i：台となる生活、

課業的活動、Il・；心となる活動、このミ者が有機的に結

び付き保育の構造をなしています

　私たちは行’」∫当日も大切にしていますが、その11称後

のr一どもたちrl身の取組みを大UJにしています。運動

会を例にあげれば、小学校・中学校・町内会の迎助会

も終わった1〔〕月中旬後半からド旬に、没定します，、迎

動会を見てきたFどもたちは、そこで見たことを真似

て1’加場面で色々な遊びを作り上げていくからですL，

リレーを見た∫・どもたちが、lf．1．ni、リレーを始めたり

します、、r｜由にリレーを楽しみながら教師を“］i｜Stlちに

r・どもたちはリレーのルールを発見していきます。運

動会のリレーはfド長組全貝参加。r一どもたちは各クラ

スで作戦を練って練習します。

　夕方、園庭でSが母親とコースを走っています，、

「勢がでますね」と母親に声をかけると「Sが「F君が

遅い分、私が1・il・く走るの，．お母さん、練習、手伝って」

というものですから」と笑っていました、、F君は右’卜

身に軽い麻卯が残っています、，日曜日、私が葡萄にお

礼肥をあげていると、同じ組のf一が5人、大人を・人

連れてやって来ました。「園長先生、この人、知って



いる～・1「E君のお父さん」「述う、何している人か知

っている」「知らない」「体操の先川」「バトンタッチ

を教えて貰うの．lEの父親はr・どもたちのば菓に耳を

傾けながら「このr・たちに頼まれてやってきました．、，

EがSj　ill：，，idriになっています」とほほ笑んでいました。

私が「バトンタッチ練習をr｜分たちで決める、偉い」

と1『うと「シイ！他のクラスに間こえるだろう」と私

をにらんで「他のクラスに，レ）ちゃだめ、指きりしよ

う」と寄って来ました．辺りが薄暗くなるまで練習し

て帰りました．1：台となる坐活（rl由場lfllでσ）活動）

をrn視し、リレーにしてもr一どもたちの思い思いの取

り組みを人切に、そこでの発想を生かして指導が位置

ついていきます。

　私たちは∫・どもたちがrl分たちで組みLkてた見通し

と教師集団の膓↓辿しとのずれの中に保育を豊かにする

鍵がひそんでいるとぢえています．課）警的活動・中’L・

となる活動とヒ台となるル活が手11Jt’．に響き介ってr・ど

もヒ体の活動が発辰していきます，述動会が終わると、

1カ月近く、年長組のリレーに感動した年中児・年少

児も混じってrl川場llllでのリレーごっこが続きます、．．

年長児が小さいr一たちにバトンの渡し方、r一の振り方、

コースの回り方を教えています、．このような体験が、

年長糸1［に進級したfどもたちのリレーの取組みを文え

ているともいえます．．

5．子どもたちの想いを大切に

　雑木林の「T：に登ると、Aたちが落ち莱のlllに枝から

飛び降りて遊んでいました、．散々遊んで落ち葉のトに

寝転ぶと、Sが「アッ！11の匂い」と30センチも積も

った落ち襲をかき分けました　そこに人きなミミズ．

驚いて「ミミズ！」と叫ぶと「ちょうだい」とNがつ

まみあげました．．私の肩もとに座ると、ミミズをプツ

リプツリと刻んで落ち莱のヒに置き始めました．．辺り

になまぐさい臭いが漂います．Nはミミズを氾に乗せ

て「チャボにあげてくる」と6区けだしました、川合わ

1特集］少f・社会におけるr育ち・1㌧育て支援

せたr・どもたちも雑木林の中を・目散に駆け抜けてい

きました，、しばらくして駆けて戻り「チャボがミミズ

をみんな食べた．，ああ、良かった、　tt　Ssl9：さんがチャボ

はミミズを食べると風邪ひかないって．、レ）た」と教え

てくれました．．．当時、流感が流行っていてNはチャボ

が風邪をひかないか心配していたのです旨．ミミズをT’

LJJった理lhが分かって、あの時、川だししなくて良か

ったとほっとしました　戻って来たr・どもたちは、ま

だ、イ（登りしては飛び降り、そのうち、雑木林のlllで

鬼ごっこを始めました、t

さいごに

　f’どもの内llllを川解して見守る人人へのイ、　1一頼を支え

に、r・どもたちは巴かな遊び・楽しい仕」fのある生活

を築き、感性・知性を培’〕ていきます、

　園庭・校庭はもとより、r一どもたちが教師とともに

安全に往復できる地域は「わが園庭・校庭」と捉え、

自然を守り自然を蘇！1…させることが課題です、

　∫・どもたちの変化は私たちが作り川した環境がもた

らしたものですt．．異常な行為に走るr・の悲しみの根に

あるものを、幼いr・どもたちの優しさや賢さに学んで、

深いところで捉え、私たちの生き方を腺かにしていき

ましょう

　．子育て・保育・教育はr一どもたちに学ぶ大人にkえ

られて既かになります．ttr一どもの意見表明権を大切に

する生活を、ヒ権．者としての大人の手つなぎの1愉を広

げる中で牲かにしていきましょう．，

　そこに相．tt：じ体性実」ハ↓の鍵が潜んでいます．、

キーワード：相互主体性実現

　子育て支援の主体者は父ee　．．子ども、教師・保育士、父母、そ

れぞれが自らの要求で手つなぎの輪を広げ、要求実現の週程で

生まれた葛藤は民主的に折合いをつけて適当に解決し、各自が

自由を享受し癒される場を持って、人間として尊厳を大切にす

る平和な社会の主人公になることで相互主体性が実現していき

ます，，子ども、教師・保育士、父母をはじめ、社会を柵成するす

べての人々が主体的に生きる状況を創りだすことをいいます。
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囹園少子社会における子育ち・子育て支援

　　　1

一人っ子、二人っ子の作る世界

児童養雛施設と子どもたち

　　　　　　　　　そばがきつく『や
しお子ども・家畦側垣一也

1．わが施設は多子家族

　あるII、小学生の∫・ども数入と人浴をしていると、

ひとりのYJのr一の両目がlt　litLして腫れているので、

「おやあ、どうしたそのHは。」と訊くと、il‘学生にひ

どい’］S一を言われ悔しくてずっと泣いていたという．そ

う11’えば、いつも何かにつけ11の敵にされるのを思い

川し、「そうか、どれだけ悔しかったか、そのilが語

っているな，．」と彼の訴えを聴いてやると、それを聞

いていたほかのi一たちも、「僕も誰々とこんなことが

…」と1喧1嘩やいじめられたことなどを語り川した．，実

に風呂では人人もr・どもも心まで裸になる気がするも

のだ．

　児r幻縫漫施設は集団生活である／t’1］園には40数名

が生活をしているが、毎M、泣き声、怒鳴り声、追い

逃げLtllる姿は絶えない．、もちろん、仲良く遊び、語り

合い、笑い声も絶えないのだが，，乱暴な1－1’い方ではあ

るが、f’ども達はH常生活の関係性の中で育つことか

らちえれば、適度の喧1嘩、小さないじめ関係は必要で

あると考えることにしている、・ただし、強者と弱者の

陰湿な暴力的いじめ関係もありがちなゆえに、それを

見抜きあるいは訴えがあったなら、毅然とした処置は

不n∫欠であるとの前提のヒである、，

　さて、児童養護施‘没と少子化（家族）を比べてみる

と、実は対’照的な両者であることに気づく，施設は少

r・と無縁の、多∫・、高密度j’・ども社会（人為家族）を

形成しているからである、．少子社会、少r家族の現代

において、まるで生きた化石のごとく超多∫・家族を維

持し続けてきたのである。最近になってようやく国は、

被虐待児竜の人所など、多様化する養護ニーズに対’応

するには、その多すぎるr一ども環境ではマイナスlrtiも

多いことに気づき、小規模グループのケアを推進する

ことになったのはまことに皮肉でもある、，

　ともあれ施設の11tでのr・ども達の生活は、昌傲は多く

の家庭や地域で観られた、ガキ大将おり、集IJI遊びあ

り、いたずらあり、喧1町1あり、いじめあり、泣き笑い

の仲閲閃係が繰り）2こげられている。我々職nにとって

は、時に頭の痛い、あり難くないこともあるのだが、

了・ども1司］：の様々な人間関係体験は将来に生きる力を

育てるヒで大切な’1：：だと感じている、

　ソ∫、今llの・般社会ではr・どもの少ない家族が増

え、地域にr一どもが少ないという状況が般化し、そ

のことがr・どもの育ちに与える影響を懸念する。鈴木

（註1）は家庭や地域でのr・ども異年齢集団の教育力を

「集団による練り上げ」と表現し、「兄弟闘や地域の中

での子ども同E：の教育力、仲間との生活の叩で、いろ

いろな型のr・どもがぶつかり合い、反発したり1ril化し

ながら、白分を築きヒげていくことが不lrr欠である」

とし、地域での教育力の低ドをIV’くから指摘した、、

　また、石川（註2）が「f一ども時代は、基本r白にr一

どもrl身がストレスを体験してそれを乗り越え、悩み

lll：界のIEIdi：とtg：性　14



や葛藤はr｜身が処理してゆく、そのような杭みilr．ねで

ある．人人は、この∫・は、今悩んでいるな、今乗り越

えようとしているなと少しおおらかに見守ってやる．．．

そんな人人と∫・どもの閃係を作っていくこと、それが

f’ども時代の大切な条件ではないか「」と述べている

ように、今llでは大人が∫一どもと「1然に接する機会が

少なくなり、地域礼会がr一どもを温かく見守り育てる

環境がなくなりつつあることを心配する．．特に、最近

では、小学生連れ去り殺人’川’1：などの発生により、

「大人を見たら不審者と思え」と教える杜会状況では、

益々、地域の大人と了・どもの接点がなくなるのではな

いかと危倶する，．

2．施設における子育て支援

　はじめ、少∫・家庭がどのような養育ヒの課題を抱え

るのかを知るために、児な養護施設の家族構成と人所

理川等の関迎をiU，liべた綱在データについて探してみた

が、残念ながら筆者には刊こ人れることができなか・．、

た．恐らく、その因果関係については、特に特微的川

題を感じないのが現場の実感であり、研究．者の見方な

のだろう．

　そこで、視点を変えて述べてみたい

　少∫一化が進行するその背穎について考察してみる

と、［‘？：生竹〔’li鴎…）ノLl　1問題審1淡会」［19〔）8年）は、

その轍Ilrll｝：の中で、・1未婚率の1’．｝L．理川として、家

’11イf児と仕事の両ウ：の負担感．．結婚観、価値観の変化、．

’2夫婦の’iZ均川生㌧U数（2．2人）と’1え」勾∫lli亙l　r・ども数

C2，6人）との開き　理川として、．いの他、∫・育てに係

る経済r白負担感．．・2．1礼会経済全体の状況、例えば、根

強い固定的男女役割うト業意識、fll」［優先を求める川定

的な川川憤行ぺ’企業瓜11、を挙げている、．

　rlrでも、［の家’∬育児のrlll川の負担感については、

教育費の負担増、女’性の就業断念の1‘r能性、などの川

由が挙がるが、その次として、育児の心理的、肉休的

［：特集｝少∫・社会におけるr育ち・∫・育て支援

負担に耐’えられないとの川由が挙げられる．．

　さらに「児1’i’i：家庭環境‘凋イE」（2001年度・1ゾ労省）

によれば、∫・育てに「白信が持てない」保護苦が10

人に1人、「家族が協力してくれない」がレ1人に1人、

「川談川下がいない」が20人に1入となっている．ま

たJ’・育ての行動として、「しつけや教育が家庭内で不

致・1が13人に1人の則答となっている．．

　以ヒの調杏41‘｛果はいかに現代家庭が育児不安をいだ

いているか示し、虹には、非行、不登校、虐待、犯罪

など、r一ども養育に関する負の情服は、　r一どもを生む

ことへの㍑路を助長する要因にもなると想像する．　t／

　r・どもが児ドiて：養護施設に人所する家庭の背景を見れ

ば、そこには家族の支えのなさ、養育の自信のなさ、

児糸の問題行動化によって学校なども含めた地域との

摩擦、地域での孤、：ノ1、経済的な困窮が川じているが、

報告や調在からは、　’般家庭の中にも、明日にも要養

護対．象になる危機要因が含まれていることが読み取れ

る

　したがって、ここでは少∫・家庭にこだわらず、育児

の不安要因を人所児の親r一関係に見川し、r一ども育ち、

r・育て支援の］三がかりとするために、私たちの施設で

育児不安がきっかけとなって身体的虎待に至り人Jili’に

至った男のr・ケースを紹介し、特に施設での親∫・支援

のポイントを示したい．　tt

　家族はtt人の姉とiJ：と本児という構成である、本児

が生まれてしばらくして火とは離婚．．暴力を受けてい

たために、強い憎しみと拭えない恐怖心を感じていた

母は、安定rlUな就業につけない不安と焦燥感の11rで、

行き場のない怒りを本児に向けるようになった。姉よ

りもr一のかかる∫一であったために、お漏らしを繰り返

すからと性器を愉ゴムでしばり、顔やr・にタバコの火

を押し付けるといった虐待を繰り返した　　1人の姉は

比岐的育てやすかったために寵愛を受け、虐待はなか

］5　世界の児ぷと母性



〔特集1少f二社会におけるt’rrち・r育て支援

った、、虐待は容姿が夫に似ているとの腹、フ：たしさから

続けたと母は』1杉）た。その後民生児童委貝の通報によ

り、児ドir：相談所が関わることになったが、　・時保護を

含む在宅援助も効せず3歳で人所となったのである、、

　人所当日、応接接室で母はソファーに座るが、本児

は座らず、部屋の片隅で身体を硬直させt：）を凝視して

いたのが印象的であった、．それから、本児が高校を卒

業するまで預かることになる。人所後の1三な援助目標

は、母との自然な親r・らしいコミュニケーションの再

構築と、身体虐待が原因と考えられる排泄障害の治療

であったt／治療は、泌尿器科の診療を経て、2週問に

lIJ】］の精祁1病院での心理療法1∬i接へと移り、中学2年

生で終rしている、、心理療法士の定期r殉な指導、アド

バイスと病院までの往復2時間の担当職fiとの｝1〔中の

会話が非常に効果的に作用したと考えている。

　母は、慎．爪な帰省対応や家庭1］方問を通じて、しだい

に施設への幣戒感も取れ、本児に対する拒絶的姿勢も

軟化してきた、ただ、最初の頃は帰省中に本児に乎が

出ることもあり、続けるべきかどうか苦慮したことも

あったが、基本的に本児が望み、母も受け人れを承諾

した時は接点を持たせるようにした一t

　このようなケアを通じて、次第に明らかになったこ

とは、母は絶対的な孤独感とr・どもを受け人れられな

いIt｜分への歯がゆさがあったことである。不遇な境遇

で1’1身も育ち、愛された記憶がなく、非行を繰り返し

自、？文援施設に入所のSl験した子ども時代、家庭を持

ち、r一どもを育てるようになっても、家庭を顧みず、

自分に手を出す夫との生活に疲れ、離れて住む祖母は

物心両lrliで文えにならず、常に孤独感を抱き、不安や

焦燥の1［々であったことを語ってくれた，，唯’【’ぱ支

援施設の担当の先生に深い信頼を寄せているとも1「っ

た。

　そんな母にとって子の施設人所は、我々施設職員と

何かにつけ接点ができるという点で、孤独感の癒しに

∬ヒ界の児ずiτと母性　16

なったと観ている，．r・どもについての愚痴をこほし、

私化活でうまくいかないと施設に八つ当たりした。帰

省叩のr一どもの言動に腹が立つと、園に電話を掛けて

きて、「こんなr一どもに部がした，、生意気な刊こなっ

た、むしゃくしゃする。」さも、思い通りにならない

」1∬［［［を我々のせいにして散々文句を汀った後で、「腹

が立ったけど千はILSさなかった／コ」と約束を守る自分

への評価を求めた、，その都度、じっくり話を聴き、

「それでいいよ。」と返答する日々が続いた。

　本児が退所するまでの約16年問、母はその人生に

様々な波乱を起こしつつ、Pi・　ms．、；k3の支えを得て、幼

児白待に始まった親］㌧関係を徐々に修復し、Il乎間はか

かったが、退所後、「この．r・はだらしない」と不満を

向けながらも、家に迎え人れ就業させるまでになった、

　このような虐待事例に触れたll↓…は、そのあまりにも

の悲惨さに驚き、刊こ憐欄を、親の行為に非難を感じ

てしまう。しかし、実は仔fてに日信が持てず、相談

もできず、手のかかるf一への養育ノゴ法も見川せず、

悶々としている孤、kした親の姿を知った時、非難の思

いは消え、援助が必要であることに気づく、

　けれども、その気づきから始まる援助は生易しいも

のではない。11，Xに親からの非難怒号’も受けとめなけれ

ばならない寛容さが必要である。そして、時附を掛け

て待つ忍耐が必要である。このケースは人所から長い

年月を経ている、，途中、母の・．’方的な子どもと施設と

の関係断絶を含めて、幾度もの停滞と挫折を昧わったn

しかし、心を病み悩んでいる人に簡単な援助はありえ

ない、わずかなi†動に注意深く月’を傾け、共に考え、

寄り添うだけを信条として、わがr・への情愛の復活を

期待し続けたのである。

3．少子化と社会的養護支援

　少・∫・化問題を語るとき気をつけたいのは、千どもが



少ない家庭に問題があるのではなく、少臼ヒ傾向をも

たらす社会の様々な’刻大1や背択が1；IB“Aなのであり、地

域のJ’・ども連が育ちあう条件が失われていく．」汝どの

その影響に1［を向けるべきである，．

　「．少r一高齢化」が社会的な表記であるように、人ll

問題審議会の答111は、2007年（最近の報道では2006

年に前倒し恒則1には人川減少化社会が到来するσ）を

受け、労働人Il減少による経済の影判i、高齢化社会の

進展の伴う社会保障うX野における現役ill：代の負｛』1’UCtl大

などの懸念を示し、社会と労働施策ヒの∫・育て環境整

｛眉iの1｜1・急の策定を訴え、2003年次川代育成支援対．策

推進法の制定により、各自治体に行動計画策定を求め

るなどの具体rl（Jな動きとなっているのは周知のとおり

である

　　・／j’、全国養護施設協議会では、要保護児vi’［1の質．ILt

ともに・五篤化している現状に対’し、今llまでの子ども

と家庭への抜本的なes（．Ft・Jを望み、「児1†随li蔓施設0）近

未」ξ像↓「児巾養護施1没の近未来像ll』を発行し、社

会的養護の方向を税極的に提ばした／t、

　特に近未」ξ1象IIでは、被虐待児巾の増加が児激養護

施設にも及んできたという状況を背景にして、いかに

それに対応するかという問題を設定しているが、その

λC本r1勺姿勢は、養i斐り己ritの問1題は被虐凸…り己に限定しよ

うとするものではなく、ネグレクトを含めば、本来児

敢養護施設で生活する1　，T“Cのほとんどは被虐待児償で

あるという視点で捉えている，．

　そのヒで、養育保護だけにとどまらず、社会的養育

支援体制の・翼として地域r・育て支援に参加し、更に

は、家庭代替機能のみから脱して積極的発達支援の場

としての位置づけ、il1．親との実質的な協力関係を構築

し、またその機能を生かした社会的サービスに収り組

む姿勢を打ち川し、以Lのことを実現するlli∫提条件と

して、児1’r〔：養護の形態として生活iv一位の小規模化を推

進する必要を指摘している、．

［特胞少f・礼会におけるr・育ち・i’tiて支援

　そして、このような提ぼを機に全養協では、少ない

∫・どもの育ちが危ういのは、児i†［福祉の関係者が長年

警錨を鳴らし続けてきた家族とr一どもの問題を、経済

優先の社会に埋没させてきた結果として、rl∫民巡動と

協働してソーシャルアクションをおこない、「kl：会的

養護のありノ∫に関する劇1‘」委n会」への参画などを通

して国政等への働きかけを行ってきた．結果として、

児r†C虐待防［E法、児．1†C福祉法の改11：など法制度の改1‘1「1：、

虐待対’策費のr算化、『r育て応援プラン．1のなかに

要保滋児1†［施策が盛り込まれるなど・定の成果につな

がっている．

　このように、少r・化問題、関連して被虐待児を含む

社会的養護支援について、国、r｜治体、そして全養協

それぞれが、積極的に具休案を｝llし、対策実現に向か

いつつある．しかし、川の示す施策は突き詰めれば、

社会保障費の維」：、鮒策と穿って見ることもできる　全

養協においても、法制度実現後も、その社会的養護シ

ステムがうまく機能し個々の現場で生かされるかは今

後の課題であるし、新たな養育実践論の楢築も求めら

れている

　浪後に、少」「・化に象徴されるr一どもと親の問題はそ

のものが原因ではなく社会のあり方が問題であって、

社会の育児能力が衰退する結果、個々の∫・どもと親、

家族、家庭が育児に1’1「、：労することをあらためて心にと

めたい、

誼1：鈴イ（道太ttgci≦））「いたずら「1．5・代の人川IJf多成1新評諭

、lll2：石川・宏C1998｝「キレる∫＼キレないr－」ノ（月II｝：店

キーワード：次世代育成支援対策推進法

わが国の急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子

どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を図るため、次

世代育成支援策に関する基本理念を定め、国、地方公共団体、

事業主が行うべき行動指針、行動計画を定めた法律。

2003年制定、、
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国園少子社会1こおける子育ち・子育破援

「先進的取組み事例

次世代育成支援における
　　　市民との協働⑲試み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まきのまさかず
　　　　　　　　　　　　　　　　茅・肺少子asmagS・ども課継査牧野正和

1．はじめに

　神奈川県茅ヶ崎市は、相模湾に面し、湘南地域の中

心に位蹴する特例市です。東海道本線で横浜まで約30

分、東京まで1時問ほどと交通の便に恵まれているた

め、転入等の社会増によって人口は微増を続け、23万

人弱となっています。しかし、平成15年の合計特殊

出生率はL20で、　L18の神奈川県平均と同程度ですが

全国平均は下回っています。14歳以下の年少人口は減

少傾向にあり既に14％を切り、65歳以上の高齢者人

口は増加傾向で17％を越えており、少子高齢化は確

実に進んでいます。

　本市は組織再編の一環として、子ども行政の一体的

な推進を図るため、平成16年4月1日に少子商齢部児

童福祉課を少・子高齢部こども課と改め、教育委員会生

涯学習部青少年課より放課後児童健全育成事業〔児童

クラブ）を移管しました。

　子育て支援分野では、認可保育園の待機児童解消が

最大の課題です。茅ヶ崎市次【1ヒ代育成支援対策行動計

画（愛称「ちがさき子育ち愛プラン」）の策定年度であ

る16年4月の時点で待機児童は159人（旧基準では

342人）を数え、政令市（横浜・川崎）と）．11核市（横須

賀・相模原）を除く県所管33’市町村中最多で、保育計

画の策定も義務づけられています。

　一般的には、社会経済状況の変化の中で幼稚園と比

較して預ける時間の長さのわりに経済的負担が軽い認

可保育園に対する需要が増加しているといわれていま

すが、本市間有の事情としては、近隣各市と比べて就

学前児童人口に対する認可保育園の定貝数が少なく、

ここ数年で大きく伸びている需要に追いついておりま

せん。16年4月1］ZV点で公立6園と民問12園で定ta

L590人のところ1，767人を受入れましたが、待機児童

数は前述のとおりでした。さらに、17年4月には公立

2園で計60人の定貝増を行い定貝1，650人（就学前児

童人口比13％弱〉とした上で定員の弾力化により入所

児童数1．823人となりましたが、149人（新基準）と前

年より10人の減に留まり、県所管最多待機児童数が

続いています。「ちがさき子育ち愛プラン」の21年度

の目標事業杖は、施設数が2園上曽の20園、定貝が330

人増の1，9．　20人で設定し、この計画に沿って17年度に

は7月にも民問1田で老朽化に伴う改修により30人の

定員増を実施しましたが、現時点での待機児童数は昨

年同時期と同水準です。18年度中には新設及び増改築

等により150人の定員増を予定していますが、今後も

予断を許さない状況です。

　一方で、認可保育園利用者以外への子育て支援とし

ては、ファミリー・サポート・センター事業を平成13

年10月から開始し、16年度末には支援会貝244名、

依頼会員795名、1而方会員144名と登録者は計1．183

名にまで伸びています。子育て支援センター事業は1

カ所めの「茅ヶ崎駅北に1子育て支援センター」を10
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年4JJから、2カ所めの「． 茅ヶIli：i駅南ll∫・育て文援セ

ンター1を】2年7月から、3カ所めの「浜竹r・育て支

援センターのびのび」を16年5月からそれぞれ開設し、

延べ利川者は16年度実績で北ll］6．978人（】5年度

［5．666ノ∪、南川9，618人（同7．・162人｝と仰びており、

浜竹も年度途中の開設ながら9．687人と順淑なスター

トでした．．

　その他に市lli．独巾業としては、’ド成4年度からLT，ttdl｝

助れ業として始まったコミュニティ保育・ボランティ

アグループ保育に対する補助を現在もll∫単独で実施し

ています、、また、チ・、’イルドシート購人費補助’lr業も

道路交辿法改正を受けて’1城］2年1月から開始し、∫・

育て家庭へ0）支援のため、現在も継続しています．

2．「ちがさき子育ち愛プラン」の策定

　’杓茂16年度ll｝の策定が義務づけられたrlr川’村行動

計画の策定にあたっては、市民・rイfて関係団体㌻苧の

参加による地域協議会の1没阻やfll民意見の反映が求め

られていました、．

　本llfにおいて16年度は、新総介llhll｜1後期基イく計画

「ちがさき・さわやかプラン」の第3次実施計画や地

域福祉計lllllの策定、11∫民活動推進条例1こ状つく「市民

活動推進補助制1皇」及び「市民活動推進基金．1の創設、

1．ちがさき男女’ド等参川プラン．」の改訂及び第2次実

施計lllliの策定などが行われました　また、進行ll｝の第

2次行政改・111：に基づく実施1汁Illliは毎年度策定されてい

ます．これらについては、’ド成15年度に定めた「．パ

ブリックコメントr－・続に関する指針」に基づきパプリ

ックコメントが実施されたほか、市民委員が公募され

たり、ワークショップや素案説明会などが開．催されま

した．、Il∫lll∫村行動／il『11iliの策定におけるIlf民参加や市民

との協働は、ngtliのこうした方向性の中で行われたと

いうことができます

　また、レ1年度には「巾民活動サポートセンター」が

【特集｜少了・社会における∫㌧育ち・1㌧育て文援

㍑置され、活動の促進や支援が行われています、

　なお、こども課は地域福Wl：計画η《定委員会児激縞祉

部会の1溺局でもあり、同部会til名に「茅ヶ崎11i次

lll：イじ十f成）ヒ｝夏対．策1励｝義会」〔LV、ド「協、議会」という、．）

の委↓．工を委嘱し、さらに協‘義会のilill会長を務めていた

だきました　「ちがさき∫・育ち愛プラン」の11iには、

15～［6年度の2力年をかけ、ワークショ・ソプ．からの

ボトムアップにより策定された地域福‡llllll－画の意見も

反映されています。

　11∫町村行動計Illil策定の地域協議会ですが、本市では

Il∫長の附属機関として条例設置し、．1川民（公募3名）、

‘．2子育てに関する活動を行う団体の代表者（2名、，r・

育てサークル、学．巾1保ff）、13｝柵祉団体の．代衣者回名、．

民生委工工児ぷ委貝、民問保育園、地域福祉計llll｜策定委

liフX、　1欠nlli会）、　”1・教fl’機1掲0）fにゾ（者　 （3ケ｜、．　幼手tf／l‖t｜、

小学校、III学校）、・5）’∬業i”U名）、．：6・学旅経験を有す

る者（1名）、．7：側係行政機関の職貝（3名．．児r’i］：相談）iJi’、

保健都祉事務所、警察’嵜）の計｜7名に対’して委Uを委

1脇し、’ド成｜6年5月Llllに第1川協1義会を1用催しま

した、．．

　協議会は’11初5川を1㌃定しておりましたが、第llnl

協議会での議論を受けて川数を増やすこととし、最終

的には81i‘1開催しました．、とりわけ、市川1’村行動肚［phi

の素案を16年の年末にパプリックコメントにかける

スケジュールの．都合から11月叩には素案に対する庁

内の意思決定を行う必要があるため、夏から秋にかけ

て集」II的に行うことになりました　7月llo旬に第L）　1）t｜、

8Jj　l1　11　IJtこ第31i‘1、　卜’イリ昏こ第41｜11、9JIドイリ（こ第5｜～rl、

lOJ］ヒ旬に第61111とハードなll程で進行するsl：で、理

念や体系、爪点課題や必要とされる施策・」傑等につ

いて充実した、淡論が繰り広げられました，それぞれLIJi．

1”j分野や独rlσ）経験をもつ各委貝がその知識を惜しま

ず発1「され、それに対’して他の委Uが反応していく様

r・が何度となく見られたことは、」卜常に印象に残って
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〔特集］少r杜会における了・育ち・了・育て支援

おります、、

　また、8月にはヒ旬とド句の協議会の閥の厳しいll

程でしたが、より1幅広いノ∫々から意見を伺うべく、2

つのイベントを企画しました。

　ヒ旬には次代を担う子どもたちの声を聞くため、市

内叩学生を対象にワークショップ形式による「中学生

座談会」を実施しました、．lll学生が意見を言いやすい

ように、行政職員ではなく、高校生ジュニアリーダー

8名に全体及び各グループの進行をお願いしました。

グループごとに、まちづくりや大人になることについ

て川意されたテーマから・つ選び、牲食を挟んで2時

間程度、意見交換と取りまとめをしてもらい、最後に

は全員の前で発表し、全体で意見交換を行いました。

その後には、ジュニアリーダーに残ってもらい、彼ら

だけで同じように議論し、発表してもらいました、、

　ド旬には］1∫内2カ所で「r・fiてを地域で考える市民

懇談会」を開催しましたe参加者は、すでに地域で活

動されている方々が多かったようですが、協議会委貝

にlrl会進行をお願いし、協議会委貝や行政職貝も交え

たグループ討議の後、意見発表と全体での意見交換を

行いましたtt

　これらを踏まえて、協議会から市長に素案の中間報

告がなされ、庁議を経て、ll月中旬からパプリックコ

メントを開始しました。1カ）Jの実施期間中に33入・

団体から76件（同一・内容・趣旨1こついては集約）の意

見があり、3）1に回答を示すとともに素案の修正を行

いました．

　また、ll月ド句には素案説明会を開俄しました。こ

のイベントの企画にあたり、司会進行と素案説明を協

議会委貝に行っていただいたほか、協議会委；’1のrl｜に

ボランティアで演劇を行っている方がいらっしゃった

ので、堅くなりがちな行政二1三導の説明会の雰囲気を変

えるため、30分ほどのミニ劇を前’rに行うことになり

ました、、子育てを取り巻く環境をテーマに、事務局職
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U2名がそれぞれ仮装して役を演じたほか、当日は口頭

にあいさつをしました市長やこども課長が飛び人りで

川演し、笑いにより会場を和ませるとともに、次llヒ代育

成についてのメッセージを発することができたのではな

いかと思います。

　「ちがさきr育ち愛プラン」では、基本理念をもとに

「つつみこむ　心のゆとり　子育てに　ゆたかな未来

次肚代へ」をキャッチフレーズとして設定し、3つの基

本1］標（（」）子育てを支える社会環境づくり、②’育て

家庭への支援、③子ども自身への支援）を柱に施策を

体系化しましたが、それとは別に、①取り組みの必要

性が特に高く、②関係機関・団体の巾II｛広い協力体制を

必要とし、③∫・どもや親の生活にi’1．1：接関わるという3

つの視点から、7つの1丘点的な課題を抽lllしました。「l

r育て支援の総合的・Il）核的拠点づくり」、「2充実し

た保育サービスの提供」、「3　Pどもの居場所づくり」、

「4だれもが安全で暮らしやすいまちづくり」、「5様々

な体験を通したr・どもの育ち支援」、「6．r・fiて支援へ

の↑1∫民参加」、「7すこやかな生き方や習恨を身につけ

る親とFの支援」で、それぞれの1貌明は省かせていた

だきますが、6番11の屯要性については、協議会や市民

懇談会での議論、f育てサロンなどの視察において強

く感じており、今後孔体化していきたいと考えており

ます。

3．「ちがさき子育ち愛プラン」の実施

　このようにして策定された「ちがさき］㌘育ち愛プラ

ン」は］7年度から実施期聞になりました。r算ヒで

は、W頭にL：げたチャイルドシート購入費補助制度の

継続やコミュニティ保育補助制度の対象の拡大、認定

保育施設保育料補u力金の増額などは、金額は小さいも

ののIU’政状況や補助制度の見¢（しθ）中では意義のある

ことだと考えます。また、16年度に｜1∫単独事業として

開始した第3のr・ffて文援センターを国庫補助対象の



1つどいの広場」‘∬業となるよう地域のr育て支援活

動団体への支援などの機能を充実させました，認日∫保

育園についても、前述のとおり、定貝90名の新設1園

と30名の定1工増を伴う増改築1μilが国庫補助対象とな

るなど、18年度に，i’1’150人の定貝増をr・’Eしていまし

た．従来2ヵ所だった一時保育は．17年度中に新たに】

園が開始し、18年度中にはさらに2園増える予定です．、

特定保育についても17年度中に1園、18年度中に1園

で始まる予定です、

　また、素案説明会で指摘され、協1議会の中でも議論

が不卜分に終わった「r・どもの居場所づくり」をテー

マに、H月lll旬に「ちがさき∫イfち支援フt・一ラム」

を開催しました．，　11］…年の素案説明会同様に、協議会委

貝に渕会をお願いLました．Il∫長あいさつの後のミニ

劇ではこどもll果職貝のみならず、昨年に続き11∫長も参

加しました　川場所に関する中tl6生対’象のアンケート

結果報告の後に、川崎lliの委託により不登校児‘†い生

徒の居場所を聞設された講師による」IC調講演、関係．者

によるバネルディスカッション、質疑応答の順で進行

しました　パネリストには咋年の中学生座1淡会でも協

YJしていただいたジュニアリーダーのひとりに参加し

てもらい、現役高校小の、刀易から語っていただきまし

た　li1‘演でも、パネルディスカッションでも、つまる

ところ「∫一どもの川題」とされていることは、それを

取り巻く1．おとな（社会）の問題．1に他ならず、それ

を見IIII：す機会は日常にふんだんにあることを痛感しま

した．

　さらに、「ちがさき了イfち愛プラン」にも記載した

「ちがさき∫・育てガイドブック（仮称）」の作成のため

協議会委日を含めた7人の11∫民が参加した作成委貝会

を11t：ちILげ、6月卜’旬からrl月ヒ句の81［1の会議で検

討を，fcねました　策定過程では、　r育て支援には庁内

外多くの部署・機関が旅々な」1：．業を行っており、それ

らの情報を・元的にまとめて必要とする人に）illけるこ

［特集］少r社会における了・育ち・r育て支援

とが課題とされました，、今後も惜報発信・4是供につい

ては1：Jtしていきたいと考えております、，

4．おわりに

　16年度末から17年度にかけて、すなわち策定の終

盤から実行段階に人る時期に、策定中に前提としてい

た国の補助制度が大きく変わったことは周知のとおり

です．、こうした交付金化の影響ですが、保育所2間の

施設整備が17～18年1支の2力年．’1［業となり、18年イ

月川1時点での定員増に支障を来したほか、今後経常

的なll∫町’村の負担増を意1床します．．「ちがさきr・tiち

愛プラン」に位置づけていた病後児保育（派遺刑）、シ

ョートステイ、育児支援家庭訪問〕淡など新規」牒の

開始には蜘nにならざるを得ません．．

　また、行財政改・’1‘1：と1●来的に活力ある礼会を維持す

るための次illJ代育成支援の充実とを画立するために

は、限られた利川者に対して公費が投人されている認

11f保育園における保育サービスと、それ以外の∫イfて

支援サービスとの間に存在する公的負担の不均衡・不

公’r一の解消が緊急の課題です、、そのためには、硫祉分

野でも始まっている情報1旧示と説明ゴ〔任を民問保育園

だけではなく行政も荷極的に実施し、それに基づくオ

ー プンかつ誠実な1謎倫や評佃1が必要となります．IS　tli

のこれまでの市民参加、市民との協働のための枠組み

は、より　・層麿きヒげる必要はあると思いますが、lli

にとって既爪な財産であると杉えております、

キーワード：市民活動補助制度
　茅ヶ崎市では、市民からの寄付金に市が同額を上乗せする

（マッチングギフト）ことによD支出金を積み立て、市民活動

団体が行う公益的な事業の財源の一部（補助金）となる「市民

活動推進基金（愛称「市民活動げんき基金」）」を平成17年1

月に創設し、17年度から補助を開始した、．申謂団体の公開ブ

レゼンテーションを市民活動推進委貝会が選考し、審議結果を

市長に答申する。団体が市民ニーズにあったサービスの提供を

指向するとともに市民が市民活動に対する理解を深めること

で、活力ある地域社会を実現することを目指している。
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囹冒少子社会における子育ち ・ 子育て支援
「先進的取組み事例

企業における子育て支援、福利厚生
一一コンピに翁ける子育電衰援鱗につい電

　　　　　　　　　　　　　　ふじ
・ンビ㈱経齢鰹広酬当藤 …弓ま

真

1．1992年、社内規程の充実

　工99工年、当時の労働省により「育児休業等に関す

る法律」（平成3年法律第76号〉が制定されました。

この法律は1995年に大幅に改正され、“育児休業・介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律”、通称「育児・介護休業法」となり、育児又

は家族の介護を行う労働者が職業生活と家庭生活との

両立を図れるよう、企業や行政が支援することになり

ましたcこれは福祉を増進するとともに、あわせて我

が図の経済及び社会の発展を1ヨ的としていることはご

存知のとおりです。店頭公開企業で、社貝数250入だ

ったわが社も、1992年4月、この流れに沿い様々な規

程を制定し、施行しました。

　それまでのコンビは中小企業の例にもれず、育児休

業制度はなく、妊娠した女性社員は出産前に退職する

の力部t習になっていたようです。それどころか、「寿

退職の場合、退職金が加算される」という制度まであ

り（どう考えてもこの制度を利川するのは’女性社員と

考えられる）、女性の結婚退職が奨励されていたむき

さえありました。今考えれば、ずいぶん古臭い考え方

ですし納得のいかない話ですが、当時はあまりそれに

異議を唱える社貝もいなかったようです。その他の規

程は当時からきちんと制定されていましたので、女性

の結婚後の就業や、育児に関する考え方が社会同様遅

れていたと思われます。IT企業などの一部の最先端

企業では川産後復煽｝する女性もいたようですが、一一般

の企業ではまだまだ、”結婚したら退職して専業主婦“、

”子どもはお・母さんが家にいて育てるもの”だったよ

うです。そう考えると、「寿退社、退職金加算」は、

時代に合った、喜ばしい制度だったのかもしれませ

ん。

　この年（1992年）にコンビが施行した子育て関連の

規程は以下のようなものです。（抜粋）

＊育児休業規程…子どもの年齢が1歳と1カ月になるまで

　休業できる。ただし、n己偶者が職業に就いていない者は

　対象外（ようするに奥様が専業主婦の場合は取れません）。

　休業巾の給与の補填は2万円のみですので、たとえ奥様

　が働いていたとしても夫同様の給与を得ていないかぎ

　り、夫が子どもの而倒を見るために育児休業を取り、奥

　様の給与で生計をまかなうことは経済的に考えてなかな

　か現実的ではなかったと思います。しかしこの規程は、

　それまで辞めざるを得なかった女性社貝には大変な朗報

　で、これ以降、ほとんどの女性社貝がこの制度を使って

　育児休暇を取り、現在ではほぼ100％が職場に復帰して

　います。しかし残念ながら、育児休業制度を使った男性

　社じ1はまだいません。

＊育児時短制度…3歳未満の子どもを養育する場合、最大

　25時間／1三k労働時間を億繍できる。

＊CHILD　CARE　IIOLIDAY…子どもの看護を目的に、年5

　日間の有給休暇が特別f司’与される。

＊ハローベビー制度…社貝に子どもが生まれたら、10万円

　分の当杜ベビー用品をその社員ヘプレゼント。

＊保育圃援助…コンビ社員の子どもが保育園に入るとき

　に、その保育園に対して当社製品（ベビー用品）を5万円

　分寄贈する。

2．ブランドビジョン制定

　2001年に社長が変わり、それに伴っていろいろな
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社内改Illl’：が行われました．．プランドビジョンの見直し

もそのひとつです．

　コンビはベビー川品のメーカーですから、より安全

で安心できる製品を消費．K’の万々にお届けするのは企

業としての；’t：任です　赤ちx・んが使うものですから、

親御さんにしてみればその製品に愛するr・どもの命を

預けるわけで、ちょっと大げさですが、全幅の信頼を

置けるものでなければいけないわけです．もちろん．

それはコンビにり・えられた当たり前の使命で、私達は

i1？段から常にそれを胸において製品．作りをしていま

す．新社長は、そんな私迷にひとつの疑問を投げかけ

ました　本当にそれだけでいいの、安全で安心できる

製品をお川けするという’『たり前のことは継続してい

かなきゃいけないけど、コンビが礼会から求められて

いる姿って、本当にそれだけなの、と．

　全社をあげてのプランドビジョン見ll‘〔しが行われ、

制定されました．．それが「赤ちゃんを育てることが、

楽しく・i；；せだと思える社会をつくる」でした　とても

漠然とした，決ですが、全社nが、それを実現するた

めに自分の剖；署は何が出来るだろうと杉’えました、

　開発企1川部、技術部は、よりいっそうお母さんお父

さんのf・1［JJけができ、育児が楽しくなる製品の開発に

向けて動き出しました。では、管理部門である総務人

事部はどうしたかと㍑うと、当社の育児叩の社員は、

赤ちべ’んを育てることが楽しく・1・1せだと思っているだ

ろうかと考えたわけです　もしそう思えない状況があ

るとしたら、それはどのような場lfliだろうと調杏をし

ました　そこでひとつの1「実が明白になったのです．．

それは、’iBl：のり｝性社員は、いまだにi“「／も育児休業llilJ

度を使っていないし、r・どもが生まれた後も残業や休

ll出勤して働いている　この‘」渓は調べるまでもなく

分かっていたことなのですが、新ためて調査をしてみ

て、総務人」囎；としては頭を抱えてしまったそうです．．

りっぱなブランドビジョンを制定し、社会に対してコ

ンビが牽引Ll〔となり、声を人にして∫・育て支援を訴え

［特集］少r社会における∫・育ち・r・育て支援

ていこうとした矢先、お膝元がお恥ずかしい現実だっ

たわけです　友だけが赤ちゃんの1fli倒をみていて、夫

は．F伝っていない…

3．2002年、2回目の育児関連規程の改定

　そこで92年に続き、2b‘川のr育て支援関連胤‡’1！の

見直しが行なわれることになりました．．そしてこの

20〔〕2年にできた規程のひとつが、「ハローベビーホリ

デー制度」です，．tこれは、　IE規の育児休tiを収る前の、

i「わば取りやすい職場環境、意識改lli・：を促すための、

男性社貝向けの」’）…別育児有給休暇｛岡度です．

　総務人．‘ll部が、なぜリ｝性社貝は育児休業制度を利Jil

しないかを分析したところ、以ドのような理山が挙げ

られました。

＊仕’ICに穴を聞けたくない

＊お客様に迷惑をかけたくない

＊周りの同僚に迷惑をかけたくない

＊b∫1や同僚から何かぼわれたくない

＊他の社貝に遅れをとりたくない

＊経済的に問題がある

　最後の、経済r1勺に問題がある、はすぐにはどうこう

できませんが、残りの部分は社員の精神的なものに掛

かる部分が大きいので、f可とか払拭川来るかも．そう

考えた総務人」［部が制定したのが「．ハローベビーホリ

デー」です、，

　この制度は、赤ちゃんが生まれたリ膓性社工工に対して、

赤ちゃんの年齢が6カJiに達するまでの間に、連続し

た51「問の特別有給休暇を付『与・する、というもので、

取得は任意ではなく、「義務」としました．．義務です

から、社貝である以ヒイf無をfi’わず取らなくてはなら

ないのです、義務ですから、お客様にたいしてのエク

スキューズにもなります「6カJJという期問を設けた

のは、ものすご’く忙しいプロジェクトなどに参加して

いても、6カJl問の内だったら5川昌1ぐらいどこかで

休めるだろうと考えたからです、、5日問という期川は、
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［特集：［少．酔1：会における子育ち・r育て支援

この制度が成功した鍵でした．、．前後のLl｜を合わせれ

ば911問、これぐらいだったら取得する社貝も精神的

な負担なしに取りやすく、周りも納得しやすいはずで

す。お11り．1休みや、夏休みぐらいの感覚です，，

　この制度により、赤ちゃんが生まれた男性社員は、

とりあえず9「川1はべったりと赤ちゃんと過ごすこと

になりました。これにより、総務人事が予想もしなか

った意外な副産物が発生しました。社員の奥様の、コ

ンビに対’する見方の変化ですttそれまでは、夫の会社

に対して別段なんの感情も持っていなかった（内心は

夫がfl：．’IPばかりでf『児・家事をやる時間のないσ）は会

社のせいだ、と思っていたかもしれませんが）．奥様方

が、この制度によってたった5日問夫が休んで育児に

関わったことで、コンビをとても良い会社だと評価し、

周りにも自慢してくれるようになりました。取得後に

簡lli．な感想文を提川することになっているのですが、

奥様からのひとことコメントの部分には、会．社への感

謝の気持ちが沢山．il｝：かれています、tさすがコンビ社員

の奥様、「たかが511間で育児のfi∫∫たるかが分かった

ような顔をされても困る」といった厳しいご意見や、

「5111RJでは全然足りません。明1．．1から夫がいない日が

始まるかと思ったら、よっぽど戚初から何も手伝って

もらわない方が覚悟ができて良かったのに」などとい

った本音もしばしばi1｝：かれています．

　また、r一どもが生まれた社貝は92年制定のハロー

ベビー制度によって自社製｜f’i「1を10川‘1分受け取って

いますので、このモニターとしての意見もレポートに

は沢川人っています．、　般のユーザーの方は、なんと

なく企業に対’して遠慮しながら．」’寧なご意見をくださ

ることが多いのですが、そこが社貝と奥様からの遠

慮・忌似のない意見ですから、それはもう、厳しいも

のばかりです．．それが製品の改良に繋がりますので、

こんな貴屯な意見はありません、

　また、通常の育児休業を取っていた開発部門の女性

社員の中には、休業中に白分で製品を使ってみて、そ
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の不具合部分を．ヒ司とメールでやり取りし、育休明け

にすぐ改良版を開発した社貝もいます、これは、会社

が制定した郁利厚生によって社員がメリットを受け、

また、会杜側にもメリットがあった良い例だと思いま

す。

　この年に制定された規程のtliには、保育施設を経川

した通勤経路を会社が認めて交通費を支給する、とい

うユニークなものもあります。これはまさに、現尖に

ll’r面した社貝からの声を受けて設定された規程です、、

4．引き続き総務人事部の施策

　2003年コンビでは、次の．子育て支援として、「出産

祝い金制度」を大幅に改善しました，．以前の調査の中

にあった、r育てが楽しくない理111のひとつである

“経済的な負担“を少しでも支援しよう、ということ

です、，育児が楽しく思えない要素の中に、経済rl勺な部

分もあるのよね、という気持ちを、　・時的でもいいか

らハッピーにしましょう、と考えたのです。

　それまで2万円だった川産祝い金は、第lr－、第2

∫・の川産に対しては50万II］、第3子の川産には2〔工0万

川と、大幅に増やされました。これは’ii“［“、社会的に

もちょっと話題になりました。50万111という金額には、

コンビとして以ドのような意図がありました、、

〈1＞ベビー用品メーカーですし、赤ちゃんの誕生を全社で

　　心からお祝いしたい金額。

＜2＞育児に疲れてブルーな気分にな’コたらこれを使って温

　　泉に行ったり、エステに行ったり、もしかして地ノiに

　　住んでるお母さんに飛行機で来てもらって、　・週問ぐ

　　らいホテルに滞在してもらって育児を」三伝ってもらえ

　　るぐらいの金額c

〈3＞社会にインパクトを’j’ft，、その記事を読んだ別の会ト1二

　　の社長さんが、うちも少しr育て支援に関して頑張っ

　　て見習ってみるか、と思ってくださる話題の金額。

　金額だけが・・人歩きしてしまった感はあるのです

が、話題作りという点では、この規程の制定も成功だ

ったと考えています。同様の金額を制定する企業がぽ

ちぽち川てきたところを見ると、少しは社会にインバ




